
中山間地域等直接支払制度実施状況について 

 

中山間地域等直接支払交付金実施要領第１２に基づき、令和３年度中山間地

域等直接支払制度の実施状況について公表します。 

 

 

【中山間地域等直接支払制度とは】 

 農業生産条件の不利な中山間地域において、集落等を単位に農用地を維持・管

理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって農業生産活動等を

行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。 

 対象者は５年間農業生産活動等を継続する農業者等です。 

 

 

【集落協定の概要】 

 協定の対象となる農用地において、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたっ

て持続的な農業生産活動を可能とすることにより、集落の持つ多面的機能の確

保を図るため、関係者が一致協力して今後５年間に取り組むべき事項について

定めています。 
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○農業生産活動等の実施状況
 農道・水路の草刈及び清掃、集落内の共同施設周辺の草刈及び清掃の環境美化活動

○農業生産活動等の体制整備の実施状況
 農地保全活動等を実施する範囲等を記載した地図の作成
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